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瀬戸市監査委員 



実施
年月

対象課名 改善、検討事項
措置結果公表日

（公告日）
備　考 頁

行 政 課
（選挙管理委員会事務局）

1 改善事項(1)ア R5.12.1 1

税 務 課 － － －

社 会 福 祉 課 1 改善事項(1)ア、⑵ア R6.5.31 2

建 設 課 1 検討事項(1) R5.12.1 4

水 道 課 、
浄 水 管 理 事 務 所

－ － －

指 定 管 理 者
瀬戸まちづくり株式会社

－ －
所管課：まち
づくり協働課、
維持管理課

－

下 水 道 課 、
浄 化 セ ン タ ー 管 理 事 務 所

－ － －

小 中 学 校 （ ５ 校 ） 1 改善事項(1)、⑵ R6.2.2
所管課：学校
教育課、教育
政策課

5

議 会 事 務 局 議 事 課 － － －

支所（水野、幡山、品野） － － －

高 齢 者 福 祉 課 1 改善事項(1) R6.2.2 6

工 事 監 査 － － －

危 機 管 理 課 － － －

ま ち づ く り 協 働 課
1 改善事項(1)、⑵
2 検討事項(1)

R6.4.26 7

保 育 園 （ ２ 園 ） － －
所管課：保育
課

－

児童発達支援センター － － －

健 康 課 － － －

用 地 課 － － －

財 政 援 助 団 体
瀬戸市まるっとミュージアム・
観 光 協 会

－ － 所管課：観光課 －

政 策 推 進 課 － － －

産 業 政 策 課 － － －

都 市 計 画 課 － － －

2

3

＊工事監査　吉田橋橋梁補修工事（所管課：維持管理課）
＊小学校（掛川、萩山、八幡、西陵小学校）
＊中学校（品野中学校）
＊保育園（水南、古瀬戸保育園）、児童発達支援センター（のぞみ学園、発達支援室）

令和５年度　監査結果に基づく措置状況一覧

R5
　9

 10

 11

 12

R6
　1



1 

 

 

改善事項の措置通知（行政管理部：行政課） 

監査期間  令和５年８月１日から  

      令和５年９月２８日まで 

第５ 監 査 結 果 

 指 摘 事 項 措 置 通 知 

１ 改善事項 

 ⑴ 庶務関係 

  ア 公印関係 

前回の定期監査で指摘したと

ころであるが、公印について、

台帳と一致しないもの、また保

存期間が適切でないものが見受

けられる。 

公印は、公務上作成された文

書に使用する印章で、その印影

を押すことにより当該文書が真

正なものであることを認証する

ことを目的とするものであり、

その扱いは慎重かつ正確である

必要があるため、より適正な管

理と運用に改善されたい。 

１ 改善事項 

 ⑴ 庶務関係 

  ア 公印関係 

廃止され公印の保存期間が経

過しているものについては、焼

却処分し、保存された個数が公

印台帳と合わないものは、突合

を行い不整合の訂正をしまし

た。 

また、改刻され不用となった

公印が保存期間内であるにもか

かわらず所在不明のものについ

ては、再度捜索を行いましたが、

所在不明であるため、引き続き

捜索を継続し、所在が明らかに

なった際は、適正に管理します。 

今後は適正な管理と運用に努

めます。 
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改善事項の措置通知（健康福祉部：社会福祉課） 

 

 

監査期間  令和 ５年 ８月 １日から 

      令和 ５年 ９月２８日まで 

 

第５ 監 査 結 果 

 

 指 摘 事 項 措 置 通 知 

１ 改善事項 

 ⑴ 現金出納事務 

   ア  前回の定期監査の際に、改善

事項として指摘したところであ

るが、その後一部改善はみられ

るものの、携帯金庫内に保管の

扶助費等の現金について、出入

金記録簿はあるが一部記載され

ていないものがあり、出金伝票

及び領収書との突合せもされて

いない現状は、適切ではない。

扶助費等の現金の出納について

は、故意・過失を含め、問題が

発生しやすいところであるた

め、出納を明確にして現金を管

理するよう改善されたい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 改善事項 

 ⑴ 生活保護費の出納管理につい

て、下記のとおり改善すること

で、現金出納の明確化を図りまし

た。 

ア 生活保護費の現金出金時に、

経理担当者は、保護費の現金仕

分け時に、出金伝票、生活保護

支給明細書、現金の金額を突合

し、それぞれに相違が無いこと

を確認し、前渡金管理者と査察

指導員に報告（決裁）する。 

イ 生活保護費の現金支給時に、

経理担当者及び各現業員は、生

活保護費を窓口支給したのち、

徴取した領収書を該当する支給

明細書の裏面に貼付する。 

また各現業員は、生活保護法

第７８条による徴収金を市金庫

窓口で納付した際は、領収書の

写しを生活保護費支給明細書の

該当ページの後ろに綴る。 

ウ 住宅扶助の代理納付時に、代

理納付事務担当者は、金融機関

で代理納付後、領収書を該当す
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⑵ 補助金等交付事務 

ア 「瀬戸市障害者就労支援交通費

助成事業」について、以下のとお

り誤った事務が見受けられた。再

度、補助金要綱の内容及び運用に

ついて、財政担当部署に確認を行

い、要綱及び運用を改善された

い。 

(ア) 要綱に交付申請と補助対象期

間についての定めがないが、前

年度を対象期間とした交付決定

が行われている。（３件）（令和

５年度） 

(イ) 要綱第８条に記載された請求

書提出期限を過ぎたものに対

し、補助金を支給しているもの。

（８件）（令和５年度） 

  

 

 

 

る生活保護費支給明細書の裏面

に貼付する。 

エ 毎月月末に、経理担当者は、

手提げ金庫と生活保護費支給明

細書を突合し、当月分の生活保

護費の支給事務が完了している

ことを確認する。その後、その

旨を前渡金管理者と査察指導員

に報告（決裁）する。 

 

 ⑵ 補助金等交付事務 

  ア 改善事項に対して要綱を全

部改正しました。 

 （ア）（イ）要綱第５条（助成の時

期）の項目を作成し、原則年度

内で事務処理することとしま

した。 
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検討事項の措置通知（都市整備部：建設課） 

 

 

監査期間  令和５年 ９月 １日から 

      令和５年１０月２６日まで 

 

第５ 監 査 結 果 

 

 指 摘 事 項 措 置 通 知 

１ 検討事項 

⑴  指定管理業務 

都市公園の指定管理におい

て、基本協定書で指定管理業務

と見られる業務を別発注してい

るものがあった。仕様書の指定

管理業務の範囲を整理し、指定

管理者が行うべき業務と市が行

うべき業務が明確になるよう検

討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 検討事項 

⑴  指定管理業務の範囲につい

て、書面により指定管理者と再

確認しました。 

また、次回令和 7 年度の指定

管理者募集時には、協定書等の

記述をより明確にします。 
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改善事項の措置通知（教育部：学校教育課） 

 

 

監査期間  令和５年１０月２日から 

      令和５年１１月２８日まで 

 

第５ 監 査 結 果 

 

 指 摘 事 項 措 置 通 知 

１ 改善事項 

 ⑴ 給食費の出納事務 

   未納分給食費の取り扱いにつ 

  いて事実と異なる入金通知が作 

  成されていた。また、入金通知 

  と事実の差異を調整するために 

  文書等の起案行為を経ず職員判 

  断で入金記録の変更を行ってい 

  た。入金記録を適正に行うとと 

  もに、生じた事後事務を文書等 

  確実な手法を用いて執行するよ 

  う改善されたい。 

 

 ⑵ 前回の定期監査の際の措置通 

  知で、「全学校の消防計画書か 

  ら別表４「防火対象物維持台帳 

  に関する記載を削除しました。」 

  としているが、品野中学校の消 

  防計画で記述が削除されていな 

  い。 

   前回の定期監査の際に、検討 

  事項として指摘したところであ 

  り、措置通知と異なる状況のた 

  め、早急に改善されたい。 

１ 改善事項 

 ⑴ 給食費の出納事務については、

収納実態と合致した正確な入金 

  記録を作成することを徹底し、 

  事実と異なる状況が生じた場合 

  は、給食センター職員と連絡調 

  整を行うだけでなく、速やかに 

  管理職に連絡し、起案行為等の 

  作成により、経緯を文書で明確 

  に残しながら、事務処理を進め 

  るよう事務の取り扱いを改善し 

  ました。 

  

 ⑵ 別表４「防火対象物維持台帳」 

に関する記述を削除しました。 
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改善事項の措置通知（健康福祉部：高齢者福祉課） 

 

 

監査期間  令和５年１１月 １日から 

      令和５年１２月２７日まで 

 

第５ 監 査 結 果 

 

 指 摘 事 項 措 置 通 知 

１ 改善事項 

⑴ 財産管理事務 

備品が見当たらないもの、シー

ル等で管理されていないものが多

数確認された。また、旧老人憩い

の家の建屋の内部にも多数の備品

が存在するが、備品台帳の設置場

所に当該施設の記載のものが見当

たらない。 

 備品は、本市の大切な財産であ

ることから、今一度、調査、点検

を行い、適正な事務を執り行うよ

う改善されたい。 

１ 改善事項 

⑴  財産管理事務 

    旧老人憩いの家の建屋内部（作 

業室を除く。）の備品について、

調査、点検をし、所管替えまたは

廃棄を行い、備品台帳の整備をし

ました。 

今後は、旧老人憩いの家の作業

室内部及び旧老人憩いの家以外

の設置場所の備品について、調

査・点検を行う予定としていま

す。 
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改善事項及び検討事項の措置通知（市長直轄組織 まちづくり協働課） 

 

 

監査期間  令和５年１２月 １日から 

      令和６年 １月３１日まで 

 

第５ 監 査 結 果 

 

 指 摘 事 項 措 置 通 知 

１ 改善事項 

 ⑴ 契約事務 

今回抽出した契約事務のうち、

書類の作成、契約結果の公表等、

初歩的な事務の誤りが繰り返され

ていた。今回指摘した以外の案件

についても確認を行い、担当者の

事務能力の向上に取り組まれた

い。また、管理職においては、決

裁時に内容の確認を確実に行うと

ともに、担当者の指導を行い、適

正な事務を執り行うよう改善され

たい。 

 ⑵ 財産管理事務 

前回の定期監査において、備品

登録されているが備品が見当たら

ない旨指摘をしたことについて、

改善されていなかった。また、そ

の他にも不適切な備品管理が見受

けられた。市の所有する備品は、

市民の貴重な財産であることか

ら、適切な備品管理を行うよう改

善されたい。 

 

 

１ 改善事項 

 ⑴ 今回指摘を受けた契約事務及

び指摘以外の契約事務において、

作成した書類の見直し、契約結果

調書の作成及び公表しました。今

後、課内で事務研修を行い、担当

者の事務能力の向上に努めると

ともに、管理職においては適正な

事務運営のための管理及び指導

を徹底します。 

 

 

 

⑵ 今回指摘を受けた備品登録と

課内の備品の突合を行い、廃棄済

みのものを台帳から削除しまし

た。 

  今後、令和６年度末までに備品

台帳と課内の備品の突合を行い

ます。 
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２ 検討事項 

 ⑴ 契約事務 

業務委託契約書（瀬戸市道泉地

域交流センター生涯学習事業委託

料） 

業務委託契約書（瀬戸市品野台

地域交流センター生涯学習事業委

託） 

前回の定期監査で指摘したとこ

ろであるが、本業務については業

務委託でありながら施行伺い及び

見積徴収伺いといった決裁がとら

れていない。また、契約書で実績

報告書の提出期限が、翌年度の４

月１０日までとなっており、年度

内に検収できない等、正確な業務

委託の事務がされていない。財政

及び契約担当部署に確認の上、業

務委託、補助金または指定管理業

務の一部として事務を整理する

等、今後の事業の進め方について

検討されたい。 

 

２ 検討事項 

⑴  地域交流センター生涯学習事

業委託について、令和６年度以

降、施行伺い及び見積徴収伺い

の決裁をとるように修正しま

す。また、令和６年度以降の仕

様書を実績報告書の提出期限を

「事業が終了した後は、事業の

実績報告を、委託した業務が終

了した日から１ヶ月以内又は契

約期間の末日までのいずれか早

い日までに提出をすること。」と

変更しました。 

 

 


